
第１条（利用契約）
1.  『YAMADA plusプレミアム会員』とは、個人のお客様の生活

に安心とよろこびをもたらす目的をもって、株式会社ヤマダデン
キ（以下「当社」といいます）が主体となって運営・提供する有料の

『YAMADA plusプレミアム会員サービス』を受けることができる
会員です（以下「会員」といいます）。会員には、シルバー会員、ゴー
ルド会員、ブラック会員の種別があります。『YAMADA plusプレミ
アム会員サービス』とは、当社が会員に対して提供するサービスです

（以下「本サービス」といいます）。会員が本サービスを利用するに
あたっては、当社とこの利用規約（以下「本規約」といいます）に基づ
くYAMADA plusプレミアム会員利用契約（以下「本契約」といいま
す）を締結して頂きます。

2. 会員は、当社に対し当社の定める年会費とその消費税を支払うもの
とします。年会費に関してはキャンペーンや特典の追加等により変
更する場合があります。

3. 本サービスの利用を希望する者は、年会費を支払い申込むものと
します。その際、当社は入会申込書（以下「申込書」といいます）をお
渡し致します。申込者が店舗用申込書を当社に提出された場合、年
会費支払い日を契約成立日とします。（以下契約成立により、申込者
は正式に「会員」となります）但し、申込者が当社に対し、契約成立日
から8ヶ月以内に必要事項を記入した返送用申込書を提出するまで
の期間「仮会員」となります。以後、本契約に特別な記載がない限り、
仮会員は会員と同じ本サービスを受けることができますが、契約成
立日から1年を経過した日の属する月の末日までのサービスとなり、
終了するものとします。

4. 本契約の有効期間は、契約成立日から１年を経過した日の属する月
の末日までとします。本契約は、有効期間満了の１ヶ月前までに当社
または会員のいずれからも書面または当社所定の方法による契約
終了の意思表示がない場合、さらに１年間自動的に更新されるもの
とし、以後も同様とします。

5. 会員が有する『YAMADA plusプレミアム会員』であることを示
すカードの取扱いについては、原則としてヤマダポイントカード
口座会員に適用される会員口座ご利用規定が適用されますが、

『YAMADA plusプレミアム会員』のカードのご利用は会員ご本人
に限ります。

6. 会員は、本契約の内容を承諾のうえ、遵守事項を守って本サービス
を利用するものとします。

7. 会員は、登録住所・契約預金口座・クレジットカード情報などの本契
約申込みにあたって必要とされる事項について、当社に正確な情報
を提供するものとし、その変更がある場合には、すみやかに別途当
社が指定する方法によって当社に通知するものとします。情報が不
正確であったためにお客様が本サービスの提供を受けるにあたって
不利益が発生したとしても、当社は責任を負いません。

第２条（本サービス）
1. 当社は、会員に対し本サービスとして、当社が定める条件でポイント

を付与する場合があります。会員は付与されたポイントを、当社が
別途定める方法及び条件で、商品購入時のお支払い代金へ充当す
ることができます。ポイントの換金並びに当社が定める方法及び条
件以外でのポイントの利用は一切できません。

2. 会員は、本サービスとして会員価格で当社の提供するサービスを受
けることができます。会員価格は別途当社が定めるものとします。

3.当社の提供する本サービスは、店舗により異なる場合があります。
4. 当社の提供する本サービスの対象エリアは、当社の基準によるもの

とします。
5. 当社の提供する本サービスは、他のサービスとの併用はできないも

のとします。

第３条（各種特典）
１. ゴールド会員及びブラック会員は、本サービス（限定特典）として、第

１条第３項による本契約の申込みから１ヶ月を経過した時点から本契
約有効期間中、家電ヤマダあんしんサービス規約【https://www.
yamada-denki.jp/service/yamada-plus-premium/pdf/
anshinservice_kiyaku2.pdf】に基づく家電ヤマダあんしんサービ
スの提供を受けることができます。

2. ブラック会員は、本サービス（限定特典）として、本契約有効期間
中、くらしのサポート規約【https://www.yamada-denki.jp/
service/yamada-plus-premium/pdf/kurasinoservice_
kiyaku2.pdf】に基づくヤマダファミリーサポートの提供を受けるこ
とができます。また、ブラック会員は、本サービス（限定特典）として、
本契約有効期間中、保険金ご説明資料【https://www.yamada-
denki.jp/service/yamada-plus-premium/pdf/hoken_
kiyaku2.pdf】にてご説明する持ち物保険及び傷害死亡・後遺障害
保険の付保を受けることができます。

第４条（年会費）
会員は、会員の都合により本サービスを利用しなかった場合、その他
当社の責に帰すべきでない事由により本サービスを利用できなかっ
た場合においても、本契約が継続する限り年会費を支払うものとしま
す。また、当社の責に帰すべきでない事由により、契約期間の途中で本
契約が解約等により終了した場合、当社は、一旦お支払い頂いた年会
費を一切返還致しません。

第５条（お支払い）
1. 年会費のお支払いは、初年度は店頭もしくは本契約の申込みをされ

た現地で全額お支払い頂き、２年目以降の年会費は申込み頂いた方
法、すなわちクレジットカードによるお支払い、もしくは契約預金口
座からの自動払込によるお支払いとなります。

2. ２年目以降の年会費は、当社の定める決済代行会社（SBペイメント
サービス株式会社）または、三菱UFJニコス株式会社を通じて、当社
に年会費をお支払い頂きます。

3.ご利用頂けるクレジットカードは、会員ご本人名義に限ります。
4. 会員が当社に対して本契約の解約の申し出を行うか、何らかの事情

で当社が本サービスの停止、または本契約の解除を行わない限り、
本契約は更新され、毎年継続して年会費をお支払い頂きます。

5. ２年目以降の年会費について、会員が契約預金口座からの自動払込
によるお支払いを選択されている場合には、会員は更新月（有効期
間満了日が属する月）に属する２７日に申込書に記入された契約預
金口座より自動払込によって当社に支払うものとします。また、会員
がクレジットカード払いによるお支払いを選択されている場合には、
カード会社の会員規約に基づいて支払うものとします。

6. 年会費は、前払いとなります。
7. 契約の更新時に、契約預金口座・クレジットカードの変更が生じる等

して、更新日から１ヶ月以内に更新後の契約期間にかかる年会費支
払いが確認できなかった場合には、本契約はさかのぼって更新され
ず、または当社により解約の手続きをさせて頂きます。なお、ご記入
頂きました申込書および年会費の振替・払込用紙はご返却できませ
んので、ご了承ください。

YAMADA plusプレミアム 規約
第1条（目的）
くらしのサポート（以下「本会」といいます）は会員向け優待サービスの
充実を図り、会員の生活サービス支援を行うことを目的とします。

第2条（会員）
本規約を承認の上、YAMADA plusプレミアム会員ブラック会員（以
下「会員」といいます）に入会し、株式会社ヤマダデンキ（以下「当社」と
いいます）が承諾した個人を本会の会員とします。

第3条（会員サービスの種類内容）
1. 会員は、当社の提携加盟店と契約をする場合（以下「提携加盟店との

契約」といいます）、当社と提携加盟店との契約に基づき、提携加盟
店から、ヤマダファミリーサポート（以下「本サービス」といいます）の
提供を受けることができます。（但し、反社会勢力に該当及びその関
連先であることが認められる場合を除く。）

2. 本サービスの内容は、「ヤマダファミリーサポート ガイドブック」及び
本会のＷＥＢページに掲載した各種特典内容のとおりとします。

3. 本サービスのうち、本会入会時に葬儀に関して付与される特典に
限っては、本会退会後も利用できます。

第4条（会員サービスの人的範囲）
1. 本サービスを利用できる者（以下「利用可能者」といいます）は、会員

本人、その配偶者並びに親等内の血族及び姻族とします。
2. 会員本人の死亡をもって、すべての利用可能者の資格は失効します。
3. 本サービスのうち、死亡した会員のための葬儀サービスに限っては、

喪主または喪主に準ずる方からの利用請求をもって、会員本人の本
サービスの利用請求とみなします。

第5条（会員ＩＤの発行）
当社は、本会に入会を承認された会員に対し会員ＩＤを発行し、会員は
会員ＩＤの交付を受けた時をもって会員たる地位を取得するものとし
ます。会員は本サービスの提供を受けるに際しては、当該サービス提
供者に対し会員証を提示しなければなりません。

第6条（会員ＩＤ・パスワードの発行）
会員は、本会に入会した際に会員ＩＤ及びパスワードの発行を受け、こ
れらにより本サービスのＷＥＢページにアクセスすることができます。

第7条（遵守事項）
会員は、以下の各号の事項を遵守しなければならない。
　① 登録事項に変更が生じた場合、速やかに所定の方法にて本会に届

出を行うものとします。
　② 本サービスを営業行為等の目的に利用してはならないものとし

ます。
　③ 本サービスの利用に際してはその施設等の利用規約に従い、

万一その施設等に対して故意または過失により損害を与えたと
き、会員はその損害を賠償しなければならないものとします。

　④ 利用可能者以外の第三者に、会員ＩＤ及びパスワードを譲渡また
は貸与するなどして、本サービスを利用させてはならないものと
します。

　⑤ 本会の名誉・信用を害するような行為をしてはならないものとし
ます。

第8条（メールマガジン）
当社又はＷＥＢページ運営会社等は、会員に対し、本サービスの内容を

紹介するメールマガジンを配信することがあり、会員はメールマガジ
ンの配布に予め同意します。

第9条（サービスの一時停止・中止等）
当社は、サーバー機器のメンテナンス又は提携会場や斎場、または
施行葬儀会社の状況や自然災害、天変地異その他不可抗力により本
サービス提供を一時停止又は中止することがあります。この場合当社
及びＷＥＢページの運営会社及び提携会場や斎場、または施行葬儀会
社等は一時停止による責任を一切負いません。

第10条（サービスの終了）
当社は、事前の通知なく本サービスを終了することがあります。この
場合当社及びＷＥＢページ運営会社等は本サービスの終了による責任
を一切負いません。

第11条（提携加盟店との契約に関する責任）
当社は、会員と提携加盟店との契約に関して一切の責任を負いません。

第12条（規定の適用）
本規約に定めない事項に関しては、YAMADA plusプレミアム規約の
規定によります。

くらしのサポート規約 （ブラック特典）
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第６条（本サービスの一時停止及び廃止）
当社は、業務上の都合等により予告なく本サービスの提供を一時停止
または廃止することができるものとします。

第７条（本サービス及び本規約の変更）
１. 当社は、法令の規定に従い本サービス及び本規約を変更することが

できるものとします。変更が行われた場合、会員には変更後の内容
が適用されます。変更後の内容及び効力発生時期はウェブサイトへ
の掲載その適切な方法により周知します。本サービスのご利用にあ
たっては、最新の情報をご確認ください。

２. 本規約の変更等に伴い会員が不利益を被った場合、当社は一切の
責任を負いません。

第８条（禁止行為）
会員は、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
　⑴ 法令または公序良俗に反する行為、またはそれらのおそれのある

行為。
　⑵ 当社もしくは第三者の権利を侵害する、または当社もしくは第三

者に損害を与える行為。
　⑶ 営利目的、または事業目的で本サービス等を利用する行為、その

他第１条第１項に記載した本サービスの目的に照らしてふさわし
くない利用をする行為。

　⑷ 当社に虚偽の情報を登録または通知する行為。
　⑸ 本契約上の地位または本契約によって生じる権利義務の全部ま

たは一部を第三者に譲渡する、または担保に供する行為。
　⑹ 自らまたは第三者を利用した、暴力的もしくは脅迫的な要求をす

る行為、法的な責任を超えた不当な要求をする行為、風説の流布、
当社の信用を毀損する行為またはこれらに準ずる行為。

　⑺ 本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為、その他当
社が不適当と判断する行為。

第９条（利用契約の停止及び解除等）
１. 当社は、会員が本規約に違反した場合、または本サービスを妨げる、

あるいは本サービスの運営に支障をきたす行為、その他当社が不適
当と判断した場合には、通知または催告なしに会員に対する本サー
ビスの提供を停止、または本契約を解除することができるものとし
ます。

　 また、解除の理由により、当社がメーカー及び委託会社に支払った
修理代金、または該当する代金を、過去にさかのぼりお支払い頂く
場合がございます。なお、当社が会員に対して通知等をする場合に
は、会員が当社に届け出た連絡先にあてて通知等を発することによ
り、通常到達すべきときに到達したものとみなすこととします。

２. 本契約期間の途中で第１項による解除が行われた場合であっても、
一旦お支払い頂いた年会費は返還致しません。

３. 当社は、本サービスに関連して当社の責に帰すべき事由により会員
に損害が発生した場合、損害が発生した年の年会費相当額を上限に、
会員の通常且つ直接の損害について損害賠償責任を負うものとし
ます。但し、当社の故意または重過失に起因する損害の場合は、当該
上限は適用されないものとします。

第１０条（個人情報の取扱い）
１. 当社は、本サービスの提供にあたり会員の個人情報を取得した場合、

当社が別途定めるプライバシーポリシーに従ってこれを取扱うもの
とします。

２. 取得した個人情報については、当社事業について会員に満足頂ける
サービスを提供するため、下記の利用目的の達成に必要な範囲で適
切に取扱います。

　⑴ 会員からのお問い合わせを頂いた際にご回答及び資材等の送付
を行うため

　⑵ ポイントカード・メールマガジンなどの会員サービスへの登録を
行うため

　⑶ 株式会社ヤマダホールディングス並びに関係子会社（当社を含
む）または提携会社が提供する商品、サービスや売出し等のご案
内を行うため

　⑷修理及び商品や付属品などのご注文の受付を行うため
　⑸お買い上げ頂いた商品の配達、設置、その他工事等をするため
　⑹サービスのご提供・商品保証へのご加入並びに取次ぎを行うため
　⑺各種保険のご案内をするため
　⑻当社のサービスに対するご意見（アンケート等）の収集を行うため
　⑼サービスの利用動向等の統計的資料を作成するため
　⑽ その他当社が会員のサービス向上に資すると判断する業務のため
　⑾当社の経営上必要な各種の管理を行うため
　⑿上記各目的に付随する業務のため
3. 本サービスの提供に必要となる業務の実施に際して、業務委託先に

個人情報を提供する場合があります。
4. 個人情報保護法により開示が認められた場合及び法令により開示

が義務づけられている場合も開示させて頂きます。
5. 転居等により登録された住所、電話番号等が変更となる場合は、

plusプレミアム会員様専用ダイヤル（0120-950-953）にご連絡を
お願い致します。

6. 会員がヤマダLABIカードの会員でもある場合には、ヤマダLABIカー
ドのお申込みの際に、（株）クレディセゾンと（株）ヤマダフィナンシャ
ルへ届け出た属性情報を、個人情報の取扱い（収集・保有・利用）に
関する同意条項に基づき、（株）ヤマダフィナンシャルと（株）ヤマダ
デンキで共同利用しているため、本サービスにおいても当該属性情
報を利用することになります。また、登録住所等の変更が生じた際は、
ヤマダLABIカード規約に定める方法により変更手続きを行うことに
よって、本契約に基づき会員が届出ていた情報が変更されるものと
します。

第１１条（準拠法、合意管轄）
本契約は日本国法を準拠法とし、本契約に関して紛争が生じた場合、
訴額に応じて当社の本社所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁
判所を専属的合意管轄裁判所とします。

家電ヤマダ
あんしんサービス規約

くらしの
サポート規約

持ち物・傷害死亡・
後遺障害保険ご説明資料

LABIカードにご登録の住所や電話番号のご変更について

ご登録住所や電話番号の変更については、
LABIカード裏面に記載してあります。

クレジットカード会社のコールセンターへ連絡をしてください。

plusプレミアム会員様専用ダイヤル
サービスに関するお問合せ・解約 フリーダイヤル

0120-950-953 受付時間
10：00～19：00（元日を除く）

第1条（規約の適用）
株式会社ヤマダデンキ（以下「当社」といいます）は、家電ヤマダあんしん
サービス（以下「あんしんサービス」といいます）の規約（以下「本規約」とい
います）を定め、これにより修理保証サービス（以下「本サービス」といいま
す）を提供致します。

第2条（保証の対象者）
1. YAMADA plusプレミアムゴールド会員・ブラック会員（以下「会員」とい

います）は、本規約に特別な記載がない限り、本サービス及び特典を受け
る事ができます。

2.あんしんサービスの対象は、会員の登録世帯ごとの保証とします。
3. 前項に規定する登録世帯とは、会員並びに会員と住居及び生計をともに

する者とします。
4. 本サービスの対象は、登録世帯で保有する当社で購入された保証対象

の家電製品とします。但し、業務目的あるいは継続的に不特定または多
数の人によって使用されるものはこの限りではありません。

第3条（本サービスの対象商品）
1. 対象商品は、出張修理を前提とした製品であり、32型以上のテレビ（液

晶・有機EL）・定格内容量100ℓ以上の冷凍冷蔵庫・洗濯機（ドラム式・縦
型・二槽式）・家庭用衣類乾燥機・電子レンジ（オーブンレンジ）・家庭用エ
アコン(壁掛け用・窓用）・家庭用大型マッサージチェアの7品目とします。

2. 対象商品は、当社でご購入頂いた商品に限ります。なお、ご加入前後にご購
入頂いた商品も含むものとします。但し、以下の商品は対象外となります。

　(1)設置場所が契約世帯の居住住居と異なる商品。
　(2)当社でご購入履歴の確認できない商品。
　(3) マルチ・ビルトイン・パッケージ・床置き型のエアコン、冷温庫、ワイン

セラー、フリーザー、プロジェクションテレビ、プロジェクター、ディス
プレイ、チューナーレステレビ、コンベクションオーブン、ポータブル
洗濯機、ホームクリーニング機、座椅子式マッサージ機、ガス製品、石
油製品、埋め込み式の商品、リユース商品。

第4条（本サービスの保証期間）
1. 本サービスは、対象商品のメーカー保証満了日の翌日から適用されます。
2. 対象商品の保証期間は、メーカー保証期間にかかわらず、テレビ・洗濯

機・衣類乾燥機・電子レンジ・大型マッサージチェアは購入日またはお渡
し日より6年間、冷凍冷蔵庫・家庭用エアコンは購入日またはお渡し日よ
り9年間です。

3. 製造メーカーの倒産等により修理が不可能となった際には、保証期間内
であっても本サービスを提供できない場合があります。

保証期間 対象商品

購入日またはお渡し日より6年 32型以上のテレビ・洗濯機・家庭用衣類乾燥機・
電子レンジ・家庭用大型マッサージチェア

購入日またはお渡し日より9年 定格内容量100ℓ以上の冷凍冷蔵庫・家庭用エアコン

第5条（修理保証範囲）
1. 保証対象商品に対する適用限度額は、1製品1回あたり購入金額（税込）

までとなります。修理費用（出張料・技術工料・部品代）が対象商品の購入
金額（税込）を超えた場合、超過分の修理費用は会員のご負担となります。

2. 会員と当社の間で、YAMADA plusプレミアム規約第1条4項に定める
有効期間中、当社は会員に対し、本規約に基づき本サービスの提供を行
い、出張料・技術工料・部品代は当社が負担致します。但し、メーカーの出
張修理基準により出張修理ができない場合、最寄り店舗にお持ち込み頂
く必要があります。

3. 当社が保証する出張料・技術工料・部品代は、消費税を含みます。
4. メーカー保証期間中は、商品に添付されるメーカー発行の保証書または

取扱説明書に記載されたメーカー保証が適用されます。
5. メーカー保証期間満了以降は、メーカー取扱説明書、本体ラベル等の注

意書きに従った正常な使用状態で生じた故障を保証します。
6. 当社が提供する他の保証と重複加入となっている場合、他の保証での対

応を優先し、その対象外となる部分、期間等を本規約の内容で保証します。

第6条（修理規定）
1. 修理は部品の供給が可能で、且つ修理可能な場合に適用されます。但し、

製造メーカーの部品供給終了や倒産等で修理ができない場合、また当
社で修理受付ができない場合、本サービスは適用されません。

2. 修理はメーカー、メーカーが指定する業者、当社が指定する委託会社で
行います。

3. 修理には純正部品・汎用部品・リユース部品のいずれかを使用します。
4. 修理は日本国内で、且つ出張修理が可能な地域が対象となります。
5. 修理基準はメーカー保証に準じます。

第7条（本サービスの対象外となる部品）
下記部品を交換する場合の出張料・技術工料・部品代は会員のご負担とな
ります。
1. メーカー保証書や取扱説明書に付属品、消耗品と記載された部品。
2.主な対象外部品・付属品・消耗品は以下の通りです。

商品名 保証対象外となる部品例
家庭用エアコン リモコン、フィルター、冷媒ガス、ドレンホース
定格内容量100ℓ以上の
冷凍冷蔵庫

製氷用給水タンク、製氷機浄水フィルター、
製氷トレー、たまごトレー、庫内灯、パッキン

32型以上のテレビ リモコン、各種ドライブ、接続コード、
アンテナケーブル、メディアスロット

電子レンジ ターンテーブル、庫内灯、タンク、パッキン

洗濯機
糸くずフィルター、ごみ取りネット、パッキン、
外部給排水ホース、洗剤計量スプーン、
お湯取りホース（ポンプなし）、ストレーナー

家庭用衣類乾燥機 パッキン、フィルター
家庭用大型マッサージチェア シート、カバー、オットマン、リモコン

・  上記に記載がない部品であっても、これらに類似すると現地技術者が判
断した場合の出張料・技術工料・部品代は会員のご負担となります。

・  対象外部品の詳細につきましては、修理専用フリーダイヤル（0120-
765522）へご確認ください。

第8条（本サービスの対象外となる事項）
下記に該当する内容は、対象外となります。発生する費用は会員のご負担と
なります。
1.  使用上の誤りまたは通信環境等による不具合、消耗品の交換、付属品の

交換及び各部汚れによるクリーニング。
2.  設置環境、異常電圧（指定外の電圧）、異常気象、天変地変（火災・地震・水

害・落雷・塩害等）、戦争や紛争が起因となった故障。
3.  さび、カビ、腐敗による変形、変色、変質及びそれらに類するものが起因と

なった故障。
4.  周辺機器、アクセサリ等（通信障害等を含め、保証対象外になります）。
5.  複合機能を持った製品の対象外機能部分（例えばレコーダー機能搭載テ

レビについては、テレビ機能部分のみ保証対象となります）。
6.  訪問診断後、修理をキャンセルした場合の出張料及び技術工料。
7.  機器に保存されている全てのデータ・プログラム・設定・記録内容。
8.  表示パネルのドット抜け、表示パネルの焼き付き、排水詰まり、有機物・無

機物・個体・液体に関わらず異物の混入による故障。
9.  落下、破損、変形、ヒビ、割れ、塗装の剥離、汚れ、ペットやその他が噛んだ、

または爪などで傷をつけたことによる損傷、その他の外的要因による故障。
10. 損傷した商品、摩耗した商品、経年使用による破損、故意または過失によ

る破損。
11. 本サービス以外のメーカー等が提供する保証が適用された場合。
12. 業務・事業・店舗用、商用、営利目的等に使用された場合。
13. 対象商品の故障により生じた対象商品以外の故障及び破損、または対象

商品が使用できないことによる損害。
14. 故障した機器に起因した身体的及び精神的な障害。
15. 出張修理先のご住所が、登録住所と異なる場合。
16. レシートや保証書の紛失等で購入履歴を確認できない場合。

第9条（本サービスの対象外となる費用）
下記に該当する費用は、会員のご負担となります。
1.  テレビのチャンネル設定、外部機器の接続等の設定や設置にかかる作業

料金。
2.   各種クリーニング、異物除去、オーバーホール、ガスチャージ、各フィル

ターのつまり除去、異物除去、取扱説明、高所作業にかかる作業料金。
3.   故障症状が確認されず修理が履行されない場合にかかる点検診断料及

び出張料。
4.   修理品の送料、メーカー及び当社が定める基本出張料金を超過した出張

料金、及び船舶や航空機を利用した場合の料金、また宿泊費用。
5.   持込修理対応商品を出張修理で対応した場合に生じた出張料。なお、持込

修理対応商品と出張修理対応商品の判断基準はメーカー保証に準じます。

第10条（本サービスの免責事項）
下記に該当する場合は免責とさせて頂きます。
1.   メーカーの製造上の問題により、当社がメーカーの助力あるいは指導に

従いサービス業務を提供したにもかかわらず、修理でき得なかった場合。
2.   当社以外の者による工事または設置（車両及び船舶への搭載を含む）が

原因で故障に至ったと判定される場合。
3.   メーカーの取扱説明書に記載されている以外の使用方法による故障及び

改造等によりメーカー仕様の性能を期待できないと判定される場合。
4.   部品供給不可による修理不可能な場合。
5.   会員が直接当社以外に修理を依頼した場合。
6.   現地技術者の確認にて保証対象外と判断した場合。

第11条（特典送付）
1.   YAMADA plusプレミアム規約第4条に定める年会費のお支払い後、2ヶ

月以内に登録住所に特典を送付するものとします。
2.   万が一、年会費をお支払後、2ヶ月以内に特典が届かない場合、お手数で

すがplusプレミアム会員様専用ダイヤル（0120-950-953）にご連絡く
ださい。住所変更のお申し出がなかった等、然るべき手続きがなされてい
なかった場合を除き、改めて特典を送付させて頂きます。但し、当社から
特典を送付した直前、直後に転居された等、会員の責に帰すべき事由では
ない場合、お申し出のあった契約期間にかかる特典を改めて送付させて
頂きます。

第12条（規定の適用）
本規約に定めない事項に関しては、YAMADA plusプレミアム規約の規定
によります。

家電ヤマダあんしんサービス規約 （ゴールド特典／ブラック特典）
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